
 

（参考）現行制度

資料２

　戦前においては、教育に関する事務は専ら国の事務とされていた。教員の身分についても、官吏
して、その任命は、地方長官としての府県知事が行うこととされていた。
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戦前における地方教育行政制度の仕組み


